
都市拠点等の在り方検討会議の役割 

 

１ 趣旨     ・ 

 京丹後市総合計画及び京丹後市都市計画マスタープランに掲げる都市拠点等の整備

に向け、必要な公共機能等の在り方について検討するために、京丹後市都市拠点等の在

り方検討会議（以下「検討会議」という。）を設置します。 

 

２ 検討事項   ・ 

（１）京丹後市総合計画及び京丹後市都市計画マスタープランに掲げる都市拠点等の整備

に向けて必要となる公共機能等の在り方に関すること 

（２）前号に定めるもののほか、都市拠点等の整備に関すること 

 

３ 委員構成   （別添名簿） 

（１）京丹後市区長連絡協議会の委員 

（２）商工観光団体、社会福祉団体その他公共的団体等の代表者又は役職員 

（３）京丹後市子ども未来まちづくり審議会の委員 

（４）京丹後市文化芸術振興審議会の委員 

（５）京丹後市都市計画審議会の委員 

（６）行政関係者 

（７）知識経験を有する者 

 

４ 委員任期   ・ 

 ２年間 

 

５ 想定開催回数 ・ 

 令和３年度：４回程度（中間報告とりまとめ） 

 令和４年度：４回程度（最終報告とりまとめ） 
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